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社会福祉法人真宗協会 

準職員給与規程 

 

 

第 １ 章   総  則 

 

（ 目 的 ） 

 第１条   この規程は、社会福祉法人真宗協会就業規則第５６第 2 項条及び準職員就業規則第 52

条により、社会福祉法人真宗協会に勤務する準職員の地位にある者に対する給与及び賞与

に関する事項を定めるものである。 

 

（ 給与決定の原則 ） 

 第２条   準職員の給与は、法人各施設の支払能力、社会的水準及び職員の職務遂行能力、年齢、

職務内容などを考慮して決める。 

 

（ 給与の構成 ） 

 第３条   給与は基準内給与と基準外給与とに分け、その構成は次の通りとする。 

 

  ・準職員に対する給与 

                               年齢給  

                  基本給 

                               職能給 

   １．基準内賃金        役職手当 

                  扶養手当 

                  住居手当 

 

                               時間外手当 

                  時間外手当        休日勤務手当 

                               深夜勤務手当 

                  宿日直手当 

   ２．基準外賃金        夜勤手当 

                  年末年始出勤手当 

                 通勤手当 

                  

 

  ４条   給与は、基準内賃金は当月の初日から末日までの分を、基準外賃金は前月末日までの分

を、当月 25 日に支払う。但し、支払日が休日もしくは金融機関等が休業の場合は、その

前日に繰り上げて支払う。 
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（ 非常時払 ） 

 第５条   前条の定めにかかわらず、次の事項に該当する場合には、既往の勤務に対する給与を支

払う。 

 

（１） 本人またはその扶養家族の出産、疾病の時。 

 

（２） 本人またはその扶養家族の婚礼または葬儀の時。 

 

（３） 災害による非常の場合の費用に充てる時。 

 

（４） 本人が退職または解雇された時。 

 

（５） その他やむを得ない事情と法人が認めた時。 

 

       但し、第４号の解雇を除き本人（本人死亡の場合はその遺族）より請求があった場合に

支払う。 

 

（ 給与の支払形態 ） 

 第６条   給与の支払形態は月給制とする。但し、月の途中で採用された場合の勤務日数分は、日

給とする。 

 

   ２   就業規則第３８条年次有給休暇、第４０条生理休暇の１日、第４４条子の看護休暇、第

４５条慶弔休暇・第 45 条特別休暇に対しては通常の給与を支給する。 

 

   ３   就業規則第１１条休職、第４１条産前産後休暇、第４３条育児、介護休暇の場合は無給

とする。 

 

   ４   欠勤、早退、遅刻、私用外出、育児短時間勤務などにより所定就業時間の全部または一

部につき就業しなかった場合は、その不就労の日数及び時間に対応する給与は支給しない。 

 

   ５   前項の場合において、不就労の日数及び時間の計算は当該給与締切期間の合計とし、３

０分以上を切り上げて計算する。 

 

   ６   計算方式は次の通りとする。 

 

（１） 欠勤の場合（日単位） 

            基準内給与 

                      × 欠勤日数 

         １ヶ月平均所定勤務日数 
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（２） 欠勤（時間単位）、早退、遅刻、私用外出、育児短時間勤務の場合 

            基準内給与 

                      × 合計時間数 

         １ヶ月平均所定勤務時間 

 

（ 給与より控除 ） 

 第７条   支給金額の中より、次の各号の一に該当するものは支払の時に控除する。 

 

（１） 所得税 

 

（２） 地方税（道民税、市民税等） 

 

（３） 社会保険料（健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等の本人負担分） 

 

（４） 預貯金、保険料等その他本人が委託し施設長が承認したもの 

 

       但し、第４号については職員の過半数を代表する者との書面による協定に基づいて行う。 

 

（ 給与の支払方法 ） 

第８条   給与は全額を直接職員に通貨をもって支払う。 

 

   ２   前項にかかわらず、職員の過半数を代表する者との書面による協定により本人が指定す

る金融機関の本人口座に振込を行うことがある。 

 

（ 中途採用･退職職員の給与計算 ） 

 第９条   給与締切期間の中途において採用されまたは退職した職員の給与は、採用以降または退

職の日までの勤務日数について日割計算により支給する。 

       その計算式は次の通りとする。 

            基準内給与 

                      × 出勤日数 ＋ 基準外給与 

         １ヶ月平均所定勤務日数 

 

（ 平均給与 ） 

 第１０条  労働基準法その他の法律に基づき、平均給与を算出すべき事由の発生した場合の計算方

法は次の通りとする。 

 

                前３ヶ月の通常給与総額（基準内給与＋基準外給与） 

        平均給与 ＝ 

                      前３ヶ月の所定勤務総日数 
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   ２   前項の給与総額には臨時に支給する給与及び賞与を算入しない。 

 

（ 公傷の場合の給与 ） 

 第１１条  準職員が業務上負傷し、または疾病にかかり休業に及んだ場合は、最初の日より３日間

は平均給与を補償する。通勤災害の場合も同様に取り扱う。 

 

   ２   前項以降の休業については就業規則第６２条に定める「災害補償」及び第 63 条「通勤

災害」による。 

 

（ 新卒者の初任給 ） 

 第１２条  準職員として採用された新規学卒者の初任給は、正職員に準じて以下を基本として決定

する。 

 

（１） 年齢給   本規程第１５条による 

 

（２） 職能給   中学卒   １等級  １号俸 

              高校卒   １等級  ４号俸 

              短大卒   １等級  ８号俸 

              大学卒   ２等級  １号俸 

              准看護師  ２等級  １号俸 （看護師職能給） 

              正看護師  ３等級  １号俸 （看護師職能給） 

    

（ 中途採用者の初任給 ） 

 第１３条  新規学卒者以外の中途採用者の給与の決定は、前条を基準とし前歴・経験・年齢を考慮

し年齢給及び職能給の資格等級の格付けを行う。 

 

第 ２ 章   基 準 内 給 与 

 

（ 基本給 ） 

 第１４条  準職員の基本給は年齢給及び職能給で構成する。 

        

（ 年齢給 ） 

 第１５条  年齢給は 18 歳で６６，８２０円とし、1 歳増すごとに次の通りとする。 

      〔別表①「年齢給表」〕 

       １９歳～２３歳     １，２１０円 

       ２４歳～３０歳     １，３５０円 

       ３１歳～４０歳       ９８０円 

       ４１歳～４８歳       ６１０円 

       ４９歳～５５歳         ０円 

       ５６歳～６０歳    －１，０２０円 
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（ 職能給 ） 

 第１６条  職能給の職種区分を「一般職」と「看護職」の２つに区分する。 

 

   ２  「一般職」は看護職以外の職種を対象とし、９つの職能資格に対応する給与とする。 

      （職能資格等級・職位表別表②・「一般職職能給表」別表③） 

＊新年度移行に際し、年齢給との差額として計算される現職員の職能給が１等級から６等

級に適合しない場合、それぞれの職員の経験年数により、１～３年の経験の者はＡ－１の

職能給表を、４～５年の経験の者はＢ－１の職能給表を、６年以上の経験の者はＣ－１の

職能給表を使用する。 

 

３   「看護職」は職能を６つの職能資格等級に分類し、その職能に対応する給与とする。 

      （看護職職能資格等級・職位表別表④・「看護職職能給表」別表⑤） 

 

   ４   第２項、第３項の等級の応じそれぞれ最低号俸を定め、人事考課を用いて運用する。 

 

   ５   職能資格等級、最低号俸額、昇給ピッチ、考課評定による昇給額は、別表⑥「職能給と

その運用」による。 

 

   ６   職能資格等級と職位の関係はオーバーラップ（重複型）とする。 

 

   ７   但し、上記各項目の職位及び職能給の運用については、該当する資格等級までとする。 

 

（ 役職手当 ） 

 第１７条  係長・主任・ユニットリーダーとして登用する準職員については、当該施設の推薦によ

り、理事長発令によるものとし、次の役職手当を支給する。 

 

（１） 係   長          月額 １２，０００円 

 

（２） 主   任          月額 １０，０００円 

     

（３）ユニットリーダー        月額  ５，０００円 

 

   ３   給与締切期間中において役職手当に該当する職位の任免があった場合、または異動のあ

った場合には日割計算で支給する。 

 

（ 扶養手当 ） 

 第１８条  扶養手当は、準職員が扶養する無収入の同居親族者に次により支給する。 

        

（１） 配偶者及び子を扶養している場合 

① 配偶者      月額    ７，２００円 



 6 

② 第１子・第２子  月額 一人 ４，２００円 

③ 第３子以降    月額 一人 ４，８００円 

 

（２） 子のみを扶養している場合 

① 第１子      月額    ６，０００円 

② 第２子      月額    ４，２００円 

③ 第３子以降    月額 一人 ４，８００円 

 

     ２   新たに職員となった者に扶養親族がある場合、または職員に次の各号に該当する事

実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を施設長に届け出なければならない。 

 

（１） 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った場合 

 

（２） 扶養親族としての要件を欠くに至った場合 

 

   ５   扶養親族の届出は、扶養親族認定申請書または扶養親族異動証明書により施設長に届け

出て、その承認を受けるものとする。扶養手当の支給は届け出の翌月からとし、退職・死

亡の場合はその月の末日までとする。 

 

（ 住居手当 ） 

 第１９条  住居手当は、準職員の住宅補助費として次の通り支給する。 

        

   ２   扶養手当支給対象者で現に住宅賃借料を支払っている者     ９，０００円。 

 

   ３   独立生計の単身者で現に住宅賃借料を支払っている者      ５，４００円。 

  

   ４   職員が新たに住居手当支給条件に至った場合及び条件に異動があった場合は直ちに事

実を認定し得る資料を添え施設長に届け出の上、認定を受けなければならない。これらの

場合における住居手当の支給の方法は次による。 

 

（１） その月の初日に上の条件に該当する場合の住居手当は、その月の給与支給日に支払う。 

 

（２） 月の途中に上の条件に該当する場合の住居手当は、その翌月より支給する。 

 

第 ３ 章   基 準 外 給 与 

 

（ 時間外手当 ） 

 第２０条  就業規則第３２条により、正規の勤務時間外または休日に勤務を命じた準職員には労働

基準法の定めるところにより次により割増賃金を支給する。 

 



 7 

（１） 時間外勤務 

       （基準内給与－扶養手当－住居手当） 

                         × １．２５ × 時間外労働時間数 

          １ヶ月平均所定労働時間 

 

（２） 休日勤務（法定休日） 

       （基準内給与－扶養手当－住居手当） 

                         × １．３５ × 法定休日労働時間数 

          １ヶ月平均所定労働時間 

 

（３） 休日勤務（法定休日以外の休日） 

       （基準内給与－扶養手当－住居手当） 

                         × １．２５ × 法定休日以外の休日 

          １ヶ月平均所定労働時間             労働時間数 

 

（４） 深夜勤務（勤務終了後も引き続き勤務し、午後１０時を過ぎて勤務した場合の勤務時

間に対して） 

       （基準内給与－扶養手当－住居手当） 

                         × １．５０ × 深夜労働時間数 

          １ヶ月平均所定労働時間 

 

   ２   時間外勤務は超過勤務命令によって施設長が命じた勤務をいう。 

 

   ３   時間外勤務手当の計算は１時間に満たない時は３０分以上は１時間とする。 

 

   ４   時間外勤務手当はその月の２０日で締切、給与支給日に支給する。 

 

（ 宿直手当 ） 

 第２１条  就業規則第４７条及び各施設で定める宿直勤務規程により、準職員が宿直をした時は宿

直手当を支給する。宿直手当の額は別表⑦の通りとする。 

 

（ 夜勤手当 ） 

 第２２条  就業規則第４７条及び各施設で定める夜勤規程により、職員が夜勤をした時は夜勤手当

を支給する。夜勤手当の額は別表⑧の通りとする。 

 

（ 年末年始出勤手当 ） 

 第２３条  就業規則第２９条第４号の年末年始休日のうち、１２月３１日・１月１日・１月２日に

１日勤務した職員に対し、次により年末年始出勤手当を支給する。 

       尚、宿直及び夜勤の場合は夫々の手当に加算して支給する。 
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（１） 年末年始出勤手当額     １勤務 ３，０００円 

 

（ 通勤手当 ） 

 第２４条  通勤を要する職員に対して、次により通勤手当を支給する。 

 

   ２   通勤手当は、通勤距離が片道２ｋｍ以上で通勤のために交通機関または交通用具を利用

する職員に対し、別表⑨により支給する。 

 

（１） 交通機関の実費額は、最も経済的で合理的と認められる経路及び方法による交通機関

の路線定期乗車購入費とし、交通用具を利用する場合はその距離による。 

 

（２） 交通機関・路線・実費額の認定は施設長が行うものとする。 

 

（３） 職員は新たに通勤手当支給の要件を具備するに至った場合、また住所・通路・通勤方 

法・利用料金等に変更があった場合には、直ちに施設長に届け出なければならない。 

 

   ３   通勤手当は所得税法の非課税額を限度として支給する。 

 

   ４   職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、その月の全日数にわたり通勤をしない時、

通勤手当は支給しない。 

 

第 ４ 章   昇 給 及 び 昇 格 

 

（ 準職員の昇格 ） 

 第２５条  昇給は原則として４月１日付けをもって行う。 

 

（ 昇給の内容 ） 

 第２６条  昇給は、年齢による自動昇給部分と評価昇給部分に分ける。 

 

   ２   年齢による自動昇給部分は、本規程第１４条の基本給のうち年齢給部分とする。その方

法は、本規程第１５条（年齢給）による。 

 

   ３   評価昇給部分は、本規程第１４条の基本給のうち職能給部分とする。その方法は、人事

考課規程第５条で定める当該年度の職員の業績、意欲、能力の各項目について人事考課で

評定の上、同規程第８条で定める考課段階区分に応じて次の通り行う。 

 

（１） 職能給の昇給は、人事考課基準に基づき、職員の職務行動を総合評価Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ・

Ｄの５段階に区分し、夫々について昇給を行う。 
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考課段階 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

昇  給 ５号 ４号 ２号 ０号 －１号 

 

（２） 職能給が各等級の最高号に達した場合、昇給は原則としてストップする。 

 

（３） 次に掲げる者については昇給の対象から除外する。 

ア 前年４月１日以降に採用された準職員 

イ 昇給時期において休職中の準職員 

ウ 当該年度中に退職が決定している準職員 

 

（ 臨時昇給 ） 

 第２７条  臨時昇給は、次の各号の一に該当する準職員について昇給の必要を生じた場合に行う。 

 

（１） 特に功労のあった者で施設長からの申し出があり理事長が認めた者 

 

（２） 期間中途に採用され、能力優秀で成績良好な者で施設長からの申し出があり理事長が

認めた者 

 

（３） その他施設長からの申し出があり理事長が必要と認めた者 

 

（ 昇 格 ） 

 第２８条  人事考課規程第９条第３号及び第９条別表「累積考課基準表」により、準職員の考課累

積点数が昇格に必要な点数に達している場合昇格を行う。 

 

   ２   昇格の際の給与の取扱は、評定結果により昇給した給与額を基準に職能給表及び職務給

表の上位等級の直近上位とする。 

 

   ３   制度移行時の職能資格等級は、各施設において準職員の経験等を勘案し４等級までに格

付けするものとし、平成１５年４月１日現在で当該資格等級に必要な考課点を得ているも

のとみなす 

 

（ 昇格の対象とならない場合 ） 

 第２９条  次の各号の一に該当する準職員については昇格対象者とはならない。 

 

（１） 人事考課対象期間における所定就業日数の３分の１以上就業しなかった者 

 

（２） 人事考課対象期間において休職中の者 

 

（３） 人事考課対象期間中に懲戒処分を受けている者 



 10 

 

 

（ 降 給 ） 

 第３０条  準職員について、人事考課の評定結果がＤ評価であった場合、翌年度以降の職能給及び

号俸を１号ずつ引き下げる。 

 

（ 降 格 ） 

 第３１条  前条により降給に該当し、かつ自己の能力開発の意欲が認められない時は、その準職員

を降格させることがある。 

 

   ２   降格の際の給与の取扱は、評定結果により降格した給与額を基準に職能給下位等級の直

近下位、あるいは職務給表下位等級の直近下位とする。（該当する号俸がない場合は、計

算によりその額を特号とする。） 

 

第 ５ 章   寒 冷 地 手 当 

 

（ 寒冷地手当 ） 

 第３２条  寒冷地手当は、準職員に対し冬期における暖房に必要な燃料代を補填するために支給す

る。 

        

（ 支給の区分 ） 

 第３３条  寒冷地手当は、その世帯の構成に応じて次の区分により支給する。 

 

（１） 扶養親族がある世帯主 

 

（２） 独立生計者（扶養親族のいない世帯主） 

 

（３） 同居単身者 

 

   ２   前項各号の準職員に対する寒冷地手当の支給額は正職員の半額とする。 

 

   ３   寒冷地手当は月額制とし、11 月から翌 3 月までの各月、手当支給日に在職する準職員に

対して支給する。 

 

   ４   寒冷地手当の支給日は各月の給料支給日を原則とする。 

 

第 ６ 章   賞  与 

 

（ 賞与の支給 ） 

 第３４条  準職員に対する賞与は原則として６月及び１２月に、各施設の業績を勘案し法人が定め
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る配分基準により支給することができる。 

 

（ 支給対象期間 ） 

 第３５条  賞与は上期賞与と下期賞与とに分け、夫々次の期間における準職員各人の業績考課及び

意欲考課の評定結果により、その都度定める支給日に支給する。 

      標準的な支給月は次の通りとする。 

 

 支給月 支給対象期間 

上期賞与  ６月 前年１１月 １日～当年 ４月３０日 

下期賞与 １２月 当年 ５月 １日～当年１０月３１日 

 

（ 受給資格者 ） 

 第３６条  支給対象期間の末日に在職しかつ支給日当日在職する者であって、同期間中の実就業日

数が所定就業日数の３分の１以上ある準職員を完全受給資格者とする。 

 

   ２   前項にかかわらず新たに採用した準職員については、当該年度は賞与の完全受給資格者

としない。 

 

（ 賞与の計算方法 ） 

 第３７条  完全受給資格準職員に対する賞与支給計算は、次式による。 

 

・準職員 

        賞与 ＝ 〔 （定額分）＋（変額分）× 賞与係数 〕× 出勤率 

 

   ２   賞与支給額の基礎計算は、準職員については、支給月の基準内給与－住居手当の合計額

とする。 

 

   ３   準職員の賞与標準支給率は年間２．０ヶ月とし、そのうち上期０．５ヶ月分・下期０．

５ヶ月分の計１ヶ月分を定額分とする。 

 

   ４   準職員の賞与標準支給率年間２．０ヶ月分のうち上期０．５ヶ月分・下期０．５ヶ月分

の計１．０ヶ月分を変額分とする。 

    

   ５   前項の支給額を決定する賞与係数及び法人の定める支給配分基準は、別表⑪及び別表⑫

の通りとする。 
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（ 出勤率 ） 

 第３８条  出勤率は次式により算出する。 

 

             減日数 

       １ － 

            所定就業日数 

 

   ２   所定就業日数とは、支給対象期間中の所定就業日数の延日数とする。 

 

   ３   減日数は次の通りとする。 

 

ア 病気欠勤日数 

イ 事故欠勤日数 

ウ 無断欠勤日数 

エ 休職日数 

オ 就業禁止日数 

 

（ 完全受給者でない職員の賞与 ） 

 第３９条  支給対象期間の末日に在職し、かつ支給日当日に在職する者であって、同期間中の就業

日数が所定就業日数の３分の１に満たない準職員に対する賞与は、金一封とし次の通り取

扱う。 

 

（１） 所定就業日数の１０％未満の者には支給しない。 

 

（２） 所定就業日数の１０％以上３分の１未満の者に対しては、次により計算したものを支

給する。 

（ 基本給 ＋ 扶養手当 ）× 出勤率 × 減率 ・・・ 準職員 

 

   ２   前項第２号の減率は次の通りとする。 

 

（１） 所定就業日数１０％～２０％  減率５０％（×０．５） 

 

（２） 所定就業日数２１％～３３％  減率４０％（×０．６） 

 

第４０条  支給対象期間中に新たに採用した職員に対する賞与は、金一封とし次の通り取扱う。 

 

（１） （ 基本給 ＋ 扶養手当 ）× １．０ × ０．３  ・・・ 準職員 
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（２） 前号にかかわらず就業日数が所定就業日数の１０％未満の者には支給しない。 

 

   ２   支給対象期間の前の期間内に職員となった者に対する賞与は、金一封とし次の通り取扱

う。 

 

（１） 〔 （定額分）＋（変額分）× 賞与係数 〕× 出勤率 × 減率 （０．８５） 

         ・・・ 準職員 

 

（２） 前号にかかわらず、人事考課評定結果が抜群な者に対しては減率を乗じないことがあ

る。 

 

（ 端数処理 ） 

 第４１条  準職員に対する賞与支給計算において、１０円未満の端数がある時は、５円以上を１０

円に切り上げるものとする。 

 

（職務褒賞金及び資格報奨金） 

第４２条  職務遂行及び社会的行動において、法人事業進展に寄与する職務提案及び行動により顕

著な成果が認められた者に対して職務褒賞金を支給する。また、職務遂行に資する資格を

あらたに取得した者に対して資格報奨金を支給する。 

    

２   職務褒賞金に該当する職務提案及び社会的行動の要件、並びに資格報奨金に該当する資

格区分、金一封の金額は別表⑬のとおりとする。 

 

附  則 

 

   １   この規程は、平成１４年４月１日より施行する。 

 

   ２   平成１５年３月２０日一部改正、平成１５年４月１日より施行する。 

    

   ３   平成１６年５月２７日一部改正。同日より施行する。 

 

   ４   平成１６年１２月１６日一部改正。平成１７年４月１日より施行する。 

 

   ５   平成１７年５月２６日一部改正。同日より施行する。 

 

   ６   平成１８年３月１６日一部改正。平成１８年４月１日より施行する。 

 

   ７   平成１９年２月８日一部改正。平成１９年４月１日より施行する。 

 

   ８   平成２０年３月１３日一部改正。平成２０年４月１日より施行する。 
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９   平成２１年３月１９日一部改正。平成２１年４月１日より施行する。 

 

１０  平成２１年３月３０日一部改正。平成２１年４月１日より施行する。 

 

 

 



年齢 年齢給 ピッチ 年齢 年齢給 ピッチ

18 66,820 41 92,730

19 68,030 42 93,340

20 69,240 43 93,950

21 70,450 44 94,560

22 71,660 45 95,170

23 72,870 46 95,780

24 74,220 47 96,390

25 75,570 48 97,000

26 76,920 49 97,000

27 78,270 50 97,000

28 79,620 51 97,000

29 80,970 52 97,000

30 82,320 53 97,000

31 83,300 54 97,000

32 84,280 55 97,000

33 85,260 56 95,980

34 86,240 57 94,960

35 87,220 58 93,940

36 88,200 59 92,920

37 89,180 60 91,900

38 90,160

39 91,140

40 92,120

980

610

0

-1,020

《別表①》

準職員『年齢給表』

1,210

1,350
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